
 

◇こども・子育て支援会議条例の一部を改正する条例  

１  子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、規定を整備することにしました。  

２  この条例は、公布の日（令和５年６月 13日）から施行することにしました。  

（こども青少年局企画部企画課）  

 


